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琉球拳法唐手術「空」
生徒募集中

　県後期高齢者医療広域連合において、令和４・５年度の保険料率等が決定されました。実際の保険料額は、７
月中旬にお送りする保険料額決定通知書で確認してください。
※４・６・８月に年金から引かれる保険料は、令和２年中の所得に基づき、令和３年度の保険料率で仮に計算し
た額となります。

　３月１日、日高市感謝状贈呈式を行いました。
　これは、日頃のボランティア活動等を通じて、市政の振興発展に貢献いただいた人に、感謝の意を表するもの
です。（順不同・敬称略）

　国民健康保険に加入・脱退するときは、14日
以内に届け出が必要です。
加入するとき
〇日高市に転入したとき
〇 子どもが生まれたとき
　 （職場の健康保険に加入し

ていない場合）
〇職場の健康保険を抜けたとき
〇扶養から外れたとき
〇生活保護を受けなくなったとき
脱退するとき
〇日高市から転出するとき
〇職場の健康保険に入ったとき
〇死亡したとき
〇生活保護を受けることになったとき
その他
〇住所が変更になったとき
〇 世帯主が変わったとき
　（職場の健康保険に加入していない場合）　

問い合わせ　保険年金課国民健康保険担当（１階③番窓口）

国民健康保険の
届け出が必要です

お知らせ

　人間ドックを受検し、健康管理に役立てましょ
う。
対�象　受検する日において、日高市国民健康保険

の加入者で35歳以上の人、または市内に住所
を有する県後期高齢者医療の加入者

※国民健康保険税や後期高齢者医療保険料を滞納
している人を除きます。
※指定医療機関で受検した場合に限られます。
※事前に指定医療機関での予約、市への申請が必
要です。被保険者証をお持ちの上、受検日の10
日前までに保健年金課または出張所で申請してく
ださい。
補助内容
　 検査料の２分の１
（上限額２万円）
補助回数
　１年度内１回

問い合わせ　保険年金課（１階③・④番窓口）　

人間ドックの検査料を
補助します

お知らせ

問い合わせ　政策秘書課秘書担当

日高市感謝状贈呈式お知らせ

問い合わせ　保険年金課国民年金・医療費担当（１階④番窓口）

後期高齢者医療制度の保険料率等が変わりますお知らせ

団体の部【３団体】
〇 日高カントリークラブSUCCESSION　TEAM
　（道路清掃活動）
〇 株式会社新堀製作所（道路清掃美化活動）
〇 武蔵台小学校横手台下校ボランティア
　（武蔵台小学校登下校ボランティア） 
個人の部【17人】
〇桑原陽子（元行政相談委員）
〇岡登早苗（元国民健康保険運営協議会委員）
〇松本瑞江（元国民健康保険運営協議会委員）
〇福原昌一郎（元国民健康保険運営協議会委員）
〇新堀寛（元国民健康保険運営協議会委員）

〇丸ノ内啓子（元国民健康保険運営協議会委員）
〇西川由比子（元日高市都市計画審議会委員）
〇岡村登志枝（元日高市都市計画審議会委員）
〇望月綾子（元日高市上下水道事業運営審議会委員）
〇今牧晋一（元日高市学校給食センター運営委員会委員）
〇生澤祥男（武蔵台小学校登下校ボランティア）
〇水越映子（武蔵台小学校登下校ボランティア）
〇川上元子（武蔵台小学校登下校ボランティア）
〇入江武男（絵本の寄贈）
〇眞篠くにの（「文芸ひだか」（詩部門）編集委員）
〇金井美登里（元高麗川公民館企画運営委員）
〇船本恵美（元武蔵台公民館企画運営委員）

　大型連休特別企画！日高鉄道模型クラブによる
Ｎゲージ鉄道模型の展示です。臨場感あふれるジ
オラマの世界をたっぷりとお楽しみください。
日時　
〇５月３日（祝）　午前11時～午後４時
〇５月４日（祝）　午前 ９時～午後２時
申し込み　不要（直接会場へ）
※入場制限をする場合があります。

場所・問い合わせ　武蔵台公民館☎982－2950

鉄道模型の展示と
体験運転

イベント

　市では、男女共同参画の推進を目的として、男
女共同参画に係る基本計画に関する事項などを調
査審議するため、男女共同参画審議会を設置して
います。
応�募要件　市内に在住・在勤・在学している18

歳以上（令和４年７月１日現在）で、平日昼間の
会議（年１回程度）に参加できる人

選任の時期　令和４年６月上旬
任期　令和４年７月１日～６年６月30日
人数　２人
報酬　8,000円（日額）
選�考方法　申込書、応募動機の審査（返却不可）
申�し込み　上記または各公民館に備えてある申込

書に応募動機（400字程度）を添付し、４月28
日（木）までに郵送（当日消印有効）、FAX、電子
メールまたは直接担当へ

※申込書は、市ホームページからもダウンロード
できます。
申込先
　〒350－1292　大字南平沢1020
　  989－2316　  link@city.hidaka.lg.jp

問い合わせ　総務課人権推進・市民活動担当

日高市男女共同参画
審議会の委員を募集

募集

※「賦課の基となる所得金額」とは、前年中の総所得、
山林所得、株式・長期（短期）譲渡所得などの合計金額
から基礎控除額43万円を引いた額です（雑損失の繰越
控除額は控除しません）。
※保険料の賦課限度額は年66万円（令和２・３年度の
賦課限度額は64万円）です。

※年金収入のみの被保険
者で、収入額が153万円
以下の場合、所得割額は
課されません。

令和４・５年度の保険料率等 参考：令和２・３年度の保険料率等

保険料＝均等割額（被保険者１人当たり4万4,170円）
＋所得割額（賦課の基となる所得金額×8.38％）

保険料＝均等割額（被保険者１人当たり４万1,700円）
＋所得割額（賦課の基となる所得金額×7.96％）
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